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一　

は
じ
め
に

　

二
〇
一
二
年
五
月
、
ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
・
ヴ
ェ
ル
レ
『
国
際
刑
法

〔
第
三
版
〕』（
二
〇
一
二
年（

1
（

（〔
以
下
「
本
書
」
と
す
る
〕
が
出
版
さ

れ
た
。
本
書
の
初
版
は
ド
イ
ツ
語
で
は
初
め
て
と
な
る
国
際
刑
法
の

体
系
書
と
し
て
二
〇
〇
三
年
に
公
刊
さ
れ
、
二
〇
〇
七
年
に
は
二
版

が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
ヴ
ェ
ル
レ
が
還
暦
を
迎
え
た
本
年
に
早

く
も
三
版
が
上
梓
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
で
は
英

語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
中
国
語
お
よ
び
ロ
シ
ア
語
の
五

カ
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
お
り
、
翻
訳
書
の
一
部
は
す
で
に
二
版
を
重

ね
て
い
る（

（
（

。

　

な
お
、
本
書
に
い
う
「
国
際
刑
法
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
広
義
の
国

際
刑
法
、
す
な
わ
ち
、
国
際
法
に
基
づ
い
て
直
接
的
に
個
人
の
可
罰

性
を
根
拠
づ
け
る
す
べ
て
の
法
規
範
を
対
象
と
す
る
「
刑
事
国
際

法
」
な
い
し
「
国
際
刑
事
実
体
法
」
の
こ
と
で
あ
る（

（
（

。
し
た
が
っ
て
、

本
書
で
は
、
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
国
際
刑
法
、
す
な
わ
ち
、
従
来
の
刑

罰
法
規
の
場
所
的
適
用
範
囲
に
関
す
る
国
内
法
で
あ
る
「
刑
法
適
用

法
」
や
「
国
際
刑
事
司
法
共
助
」
な
ど
は
主
た
る
対
象
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
も
特
に
断
り
の
な
い
限
り
は
、
広
義
の
国
際
刑

法
の
意
味
で
「
国
際
刑
法
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
。

二　

著
者
略
歴

　

本
書
の
著
者
ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
・
ヴ
ェ
ル
レ
（
以
下
「
著
者
」
と
す

る
（
は
、
一
九
八
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
ナ
チ
ス
犯
罪
に
関
す
る
教
授

資
格
請
求
論
文（

（
（

以
来
、
一
貫
し
て
国
際
刑
法
の
研
究
に
取
り
組
ん
で

き
た
。
二
〇
一
二
年
現
在
、
著
者
は
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学

法
学
部
の
正
教
授
と
し
て
ド
イ
ツ
刑
法
、
国
際
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法

お
よ
び
法
現
代
史
の
講
座
を
担
当
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
国
際
刑

法
と
の
関
係
で
は
、
著
者
は
、
ナ
チ
ス
、
旧
東
ド
イ
ツ
（
Ｄ
Ｄ
Ｒ
（

お
よ
び
南
ア
フ
リ
カ
の
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
な
ど
の
不
法
体
制
に
つ
い

て
、
こ
れ
ら
の
過
去
を
法
的
に
ど
の
よ
う
に
克
服
す
る
か
と
い
う
問

題
に
長
年
従
事
し
て
き
た
。

　

著
者
は
一
九
五
二
年
ド
イ
ツ
の
マ
ン
ハ
イ
ム
に
生
を
受
け
た
。
一

九
七
〇
年
の
ア
ビ
ト
ゥ
ー
ア
（
大
学
入
学
資
格
試
験
（
合
格
後
、
一

九
七
五
年
ま
で
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
お
よ
び
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大

紹
介
と
批
評

ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
・
ヴ
ェ
ル
レ
著

『
国
際
刑
法
〔
第
三
版
〕』（
二
〇
一
二
年
（
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学
で
法
学
お
よ
び
政
治
学
を
学
ん
だ
。
一
九
七
五
年
に
ハ
イ
デ
ル
ベ

ル
ク
で
第
一
次
国
家
司
法
試
験
に
合
格
し
、
司
法
修
習
を
経
て
一
九

七
七
年
に
第
二
次
国
家
司
法
試
験
に
合
格
す
る
と
、
一
九
七
八
年
か

ら
一
九
八
一
年
ま
で
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
カ
ー
ル
・
ラ
ッ
ク

ナ
ー
の
助
手
と
し
て
指
導
を
受
け
た
。
そ
の
間
、
競
合
犯
（
罪
数
（

に
関
す
る
博
士
論
文（

5
（

を
執
筆
し
、
一
九
八
〇
年
に
法
学
博
士
号
を
取

得
し
た
。
一
九
八
二
年
か
ら
一
九
八
九
年
に
か
け
て
は
刑
事
弁
護
人

と
し
て
実
務
で
の
研
鑽
を
積
む
傍
ら
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の

ト
ー
マ
ス
・
ヒ
レ
ン
カ
ン
プ
の
薫
陶
を
受
け
た
。
そ
の
後
、
一
九
八

八
年
に
教
授
資
格
を
付
与
さ
れ
た
後
に
、
一
九
八
九
年
か
ら
一
九
九

三
年
ま
で
は
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
・
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
大
学
で
刑
法
、
刑

事
訴
訟
法
お
よ
び
法
哲
学
を
講
じ
た
。
そ
し
て
一
九
九
三
年
に
現
在

の
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
に
招
聘
さ
れ
た
。
ベ
ル
リ
ン
・
フ

ン
ボ
ル
ト
大
学
着
任
後
も
、
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
に
か
け

て
ド
イ
ツ
連
邦
司
法
省
の
「
国
際
刑
法
典
（
（
（

」
作
業
部
会
の
委
員
を
務

め
る
な
ど
数
多
く
の
役
職
を
歴
任
し
、
ド
イ
ツ
だ
け
で
は
な
く
、
世

界
で
も
最
も
影
響
力
の
あ
る
国
際
刑
法
学
者
の
一
人
と
し
て
今
日
も

精
力
的
に
活
動
し
て
い
る
。
海
外
で
の
活
動
歴
は
、
ル
ワ
ン
ダ
で
政

府
の
顧
問
と
し
て
ル
ワ
ン
ダ
国
際
刑
事
法
廷
に
関
連
し
て
法
的
助
言

を
行
っ
た
ほ
か
、
日
本
（
本
塾
大
学
お
よ
び
関
西
大
学
（、
南
ア
フ

リ
カ
（
西
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
大
学
（、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
（
シ
ド
ニ
ー

大
学
（
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
（
コ
ロ
ン
ビ
ア
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
（
な

ど
で
の
客
員
教
授
の
経
験
も
あ
り
、
極
め
て
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。

三　

構
成
と
概
要

　

ま
ず
、
本
書
全
体
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
本
書
は
、
第
一

部
「
基
礎
」、
第
二
部
「
総
則
」、
第
三
部
「
集
団
殺
害
犯
罪
」（
以

下
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
（
（
（

」
と
す
る
（、
第
四
部
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
」、

第
五
部
「
戦
争
犯
罪
」
お
よ
び
第
六
部
「
侵
略
犯
罪
」
の
六
部
な
ら

び
に
付
録
資
料
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
八
五
〇
頁
に
わ
た
る
大
著
で

あ
る
。

　

第
一
部
「
基
礎
」
は
、
Ａ
か
ら
Ｉ
ま
で
の
九
章
か
ら
構
成
さ
れ
、

国
際
刑
法
の
沿
革
（
Ａ
（、
定
義
（
Ｂ
（、
法
体
系
上
の
位
置
づ
け

（
Ｃ
（、
法
源
（
Ｄ
（、
処
罰
権
能
と
処
罰
義
務
（
Ｅ
（、
国
際
刑
事
裁

判
権
と
国
内
刑
事
裁
判
権
と
の
関
係
（
Ｆ
（、
二
〇
〇
二
年
に
設
立

さ
れ
た
常
設
の
国
際
刑
事
裁
判
所
（
以
下
「
Ｉ
Ｃ
Ｃ
」
と
す
る
（
の

機
能
と
仕
組
み
と
諸
種
の
国
際
刑
事
法
廷
（
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国

際
刑
事
法
廷
〔
以
下
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
」
と
す
る
〕、
ル
ワ
ン
ダ
国
際
刑

事
法
廷
〔
以
下
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
」
と
す
る
〕、
カ
ン
ボ
ジ
ア
特
別
法
廷

な
ど
（
の
概
要
（
Ｇ
・
Ｈ
（
お
よ
び
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
（
Ｉ
（
な

ど
、
国
際
刑
法
の
前
提
と
な
る
知
識
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
部
「
総
則
」
は
、
Ａ
か
ら
Ｋ
ま
で
の
一
一
章
か
ら
構
成
さ
れ
、
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あ
た
か
も
一
般
的
な
刑
法
の
教
科
書
の
よ
う
に
、
国
際
刑
法
「
総

論
」
が
体
系
的
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
み
れ
ば
、
国
際
犯

罪
の
概
念
を
定
義
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
り
（
Ａ
（、
客
観
的
要

素
（
Ｂ
（、
主
観
的
要
素
（
Ｃ
（、
関
与
形
式
（
Ｄ
（、
上
官
責
任（

8
（

（
Ｅ
（、
刑
罰
阻
却
事
由
（
Ｆ
（、
未
遂
・
予
備
（
Ｇ
（、
不
作
為

（
Ｈ
（、
特
権
免
除
（
Ｉ
（、
犯
罪
の
競
合
（
Ｊ
（
お
よ
び
訴
追
条
件

（
Ｋ
（
な
ど
に
つ
い
て
、
ま
さ
に
刑
法
解
釈
論
的
な
手
法
に
な
ら
っ

た
構
成
を
採
り
な
が
ら
、
極
め
て
緻
密
な
形
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

　

第
三
部
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」、
第
四
部
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
」、

第
五
部
「
戦
争
犯
罪
」
お
よ
び
第
六
部
「
侵
略
犯
罪
」
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ

規
程
五
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
四
つ
の
対
象
犯
罪
（
い
わ

ゆ
る
中
核
犯
罪（

（
（

（
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
お
り
、
内
容
と
し
て
は
国

際
刑
法
「
各
論
」
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
犯
罪
構
成
要
件
に

つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
、
い
ず
れ
の
犯
罪
に
つ
い
て
も
、
以
下
の

よ
う
な
体
系
立
っ
た
説
明
手
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

ま
ず
、
犯
罪
構
成
要
件
の
歴
史
的
沿
革
が
説
明
さ
れ
、
次
に
、
保
護

法
益
、
犯
罪
全
体
の
構
造
な
ど
の
全
体
像
が
俯
瞰
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
具
体
的
な
犯
罪
構
成
要
件
の
個
別
の
要

素
に
つ
い
て
、
刑
法
解
釈
学
的
な
観
点
か
ら
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｒ
な
ど
の
諸
種
の
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
国
際
刑
事
法
廷
お
よ
び
Ｉ
Ｃ
Ｃ
な

ど
で
蓄
積
さ
れ
た
数
多
の
判
例
・
学
説
を
十
分
に
引
用
し
な
が
ら
、

し
か
も
独
自
の
見
解
を
も
踏
ま
え
て
、
詳
細
な
分
析
が
丁
寧
に
な
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
最
後
に
、
他
の
中
核
犯
罪
と
の
競
合
や
罪
数
の

問
題
お
よ
び
国
内
刑
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
有
益
な
指
針
が
提
供

さ
れ
て
い
る
。

　

付
録
の
資
料
と
し
て
は
、
Ａ
か
ら
Ｋ
ま
で
の
一
一
種
類
の
資
料
お

よ
び
三
種
類
の
索
引
（
判
例
・
法
条
・
事
項
（
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

前
者
を
さ
ら
に
概
観
す
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
（
Ａ
（
の
英
文
お
よ
び

独
文
が
見
開
き
で
す
ぐ
に
対
比
で
き
る
よ
う
な
形
で
全
文
掲
載
さ
れ
、

さ
ら
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
検
討
会
議
の
カ
ン
パ
ラ
決
議
（
Ｂ
・
Ｃ
（
の

英
文
抜
粋
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
の
両
規
程
（
Ｄ
・
Ｅ
（、
ロ
ン

ド
ン
協
定
（
Ｆ
（、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
国
際
軍
事
裁
判
所
条
例
（
Ｇ
（

の
英
独
文
が
対
比
で
き
る
形
で
の
抜
粋
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
条

例
（
（（
（

（
Ｈ
（
の
英
文
抜
粋
、
ド
イ
ツ
占
領
軍
管
理
理
事
会
法
律
一
〇
号

（
Ｉ
（
の
英
独
文
が
対
比
で
き
る
形
で
の
抜
粋
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク

原
則
（
Ｊ
（
の
英
文
全
文
お
よ
び
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
（
Ｋ
（
の
全

文
が
収
録
さ
れ
、
閲
覧
の
便
が
図
ら
れ
て
い
る
。

四　

第
三
版
の
特
徴

　

第
三
版
で
の
新
規
加
筆
事
項
と
し
て
は
、
以
下
の
二
つ
が
重
要
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
Ｉ
Ｃ
Ｃ
予
審
裁
判
部
で
の
一
連
の
決
定
を
受

け
て
の
第
二
部
「
総
則
」（
と
り
わ
け
、
Ｄ
「
関
与
形
式
」（
お
よ
び
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②
カ
ン
パ
ラ
会
議
の
結
果
を
踏
ま
え
て
の
第
六
部
「
侵
略
犯
罪
」
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
大
幅
な
加
筆
・
修
正
が
行
わ
れ
た
。

　

ま
ず
、
上
記
①
に
つ
い
て
い
え
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
は
、
従
来
の
国
際

刑
事
法
廷
と
は
異
な
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
に
詳
細
な
総
則
が
規
定
さ
れ
、

さ
ら
に
、
同
規
程
二
五
条
三
項
⒜
以
下
で
、
こ
れ
ま
で
は
概
括
的
で

「
未
分
化
」
で
あ
っ
た
国
際
刑
法
上
の
関
与
形
式
が
細
分
化
さ
れ
、

な
か
で
も
近
時
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
予
審
裁
判
部
で
間
接
正
犯
が
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、
本
書
で
も
大
幅
に
内
容
が
加

筆
・
修
正
さ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
二
〇
〇
二
年

の
開
設
以
降
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
は
二
〇
一
二
年
八
月
の
時
点
で
七
件
の
事

態
に
つ
い
て
一
六
件
の
事
件
が
付
託
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ

予
審
裁
判
部
は
二
〇
〇
七
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
に
か
け
て
、
こ
の
う

ち
い
く
つ
か
の
事
件
に
つ
い
て
重
要
な
決
定
を
行
っ
た（

（（
（

。
そ
し
て
、

二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
初
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
の

で
あ
る（

（（
（

。
本
書
で
は
（
脱
稿
・
出
版
時
期
の
都
合
上
（
こ
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ

初
の
判
決
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
判
決
に
先
立
つ
い

く
つ
か
の
決
定
で
使
用
さ
れ
た
関
与
形
式
で
あ
る
共
同
正
犯
、
間
接

正
犯
に
つ
い
て
は
、
三
版
で
新
た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
こ
れ
ら
の
概
念
に
加
え
て
、
間
接
共
同
正
犯
お
よ
び
共
同
間
接

正
犯
と
い
う
新
し
い
概
念
に
つ
い
て
頁
が
割
か
れ
て
い
る
こ
と
も
刮

目
に
値
す
る（

（（
（

。
ま
た
、
こ
れ
ら
以
外
の
関
与
形
式
―
―
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程

二
五
条
三
項
⒝
か
ら
⒟
ま
で
に
規
定
さ
れ
て
い
る
関
与
形
式
お
よ
び

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
八
条
の
上
官
責
任
―
―
に
つ
い
て
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程

二
五
条
三
項
⒜
か
ら
⒟
お
よ
び
上
官
責
任
は
、
関
与
者
の
責
任
の
程

度
に
応
じ
て
差
異
化
さ
れ
た
一
連
の
関
与
類
型
で
あ
る
と
い
う
著
者

の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
体
系
的
な
理
解
を
反
映
し
て
い
る
の
か
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ

規
程
の
条
文
の
順
序
通
り
に
で
は
な
く
、
Ｄ
で
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
二
五
条

三
項
⒜
か
ら
⒟
ま
で
の
「
関
与
形
式
」
が
論
じ
ら
れ
、
そ
の
直
後
の

Ｅ
に
「
上
官
責
任
」
が
配
置
さ
れ
る
こ
と
で
、
い
っ
そ
う
の
体
系
化

が
図
ら
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
上
記
②
に
つ
い
て
い
え
ば
、
本
書
で
は
、
二
〇
一
〇
年
五

月
三
一
日
か
ら
六
月
一
一
日
ま
で
、
ウ
ガ
ン
ダ
の
首
都
カ
ン
パ
ラ
で

開
催
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
検
討
会
議
で
議
論
さ
れ
た
侵
略
犯
罪
を
め

ぐ
る
合
意
（
カ
ン
パ
ラ
決
議（

（（
（

（
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た

Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
八
条
の
二
を
受
け
て
、
大
幅
に
加
筆
・
修
正
が
な
さ
れ

た
。
こ
の
カ
ン
パ
ラ
決
議
で
は
、
実
体
法
と
手
続
法
の
観
点
か
ら
以

下
の
重
要
な
決
定
が
な
さ
れ
た
。
ま
ず
、
実
体
法
に
つ
い
て
い
え
ば
、

Ｉ
Ｃ
Ｃ
設
立
時
点
で
も
、
そ
も
そ
も
の
「
侵
略
犯
罪
」
の
定
義
が
存

在
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
設
立
後
も
、「
侵
略
行

為
」
と
は
何
か
と
い
う
侵
略
犯
罪
の
定
義
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。

二
〇
一
〇
年
の
カ
ン
パ
ラ
会
議
で
は
こ
の
侵
略
の
定
義
に
つ
い
て
は
、

一
九
七
四
年
の
国
連
総
会
に
よ
る
「
侵
略
の
定
義
に
関
す
る
決
議
」
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が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
、
史
上
初
め
て
「
侵
略
行
為
」
の
定
義

が
確
定
さ
れ
、「
侵
略
犯
罪
」
の
可
罰
性
が
明
文
上
も
疑
い
の
余
地

が
な
く
な
っ
た
。
他
方
で
、
手
続
法
に
つ
い
て
い
え
ば
、
カ
ン
パ
ラ

合
意
が
す
で
に
成
立
し
た
現
時
点
で
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
ま
だ
実
際
に
は

侵
略
犯
罪
の
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
、

Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
い
つ
・
ど
の
よ
う
な
条
件
で
侵
略
犯
罪
の
管
轄
権
を
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
管
轄
権
行
使
の
開
始
時
期
お
よ
び

管
轄
権
行
使
の
前
提
条
件
が
問
題
と
な
り
う
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
本
書
で
も
、
詳
細
に
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
こ
れ
以
外
の
箇
所
で
も
、
引
用
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
最

新
の
判
例
・
学
説
が
反
映
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
た
と
え
ば
、
第
三
部

「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」
の
状
況
的
要
素
、
第
四
部
「
人
道
に
対
す
る
犯

罪
」
の
政
策
的
要
素（

（（
（

お
よ
び
第
五
部
「
戦
争
犯
罪
」
の
非
国
際
的
武

力
紛
争
に
お
け
る
特
定
兵
器
（
毒
物
、
特
定
の
弾
丸
、
生
物
・
化
学

兵
器
お
よ
び
対
人
地
雷
な
ど
（
の
使
用
な
ど
多
数
の
箇
所
に
つ
い
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
予
審
裁
判
部
で
の
一
連
の
決
定
な
い
し
カ
ン

パ
ラ
会
議
の
結
果
な
ど
最
新
の
議
論
状
況
が
参
酌
さ
れ
、
適
宜
補
筆

が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
書
三
版
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
を
め
ぐ
る
本
書
二
版
以
降

の
国
際
刑
法
の
最
新
の
動
向
も
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
フ
ォ
ロ
ー
さ
れ

て
い
る
。

五　

評
価

　

本
書
が
、
ド
イ
ツ
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
で
も
屈
指
の
体
系
性
と

専
門
性
を
誇
る
国
際
刑
法
教
科
書
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な

い
。
す
な
わ
ち
、
極
め
て
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
不
朽
の
名
著
で
あ

る
。
と
り
わ
け
、
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
国
際
刑
法
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ

ら
広
義
の
国
際
刑
法
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
従
来

の
「
国
際
法
」
的
な
視
点
だ
け
で
は
な
く
、「
刑
法
」
解
釈
学
的
手

法
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
特
筆
に
値
す
る
（
特
に
第
二
部

「
総
則
」
が
そ
う
で
あ
る
（。
さ
ら
に
、
第
一
部
「
基
礎
」
の
記
述
の

充
実
振
り
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
日
本
で
は
と
も
す
れ
ば

未
だ
に
「
疑
問
視
さ
れ
が
ち
」
で
あ
る
国
際
刑
法
の
存
在
を
本
書
で

は
歴
史
的
・
解
釈
学
的
に
十
二
分
に
究
明
し
て
い
る
こ
と
も
看
過
し

え
な
い
。
加
え
て
、
日
本
で
は
ま
だ
全
容
が
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は

い
え
な
い
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
四
つ
の
対
象
犯
罪
に
つ
い
て
も
、
第
三
部

か
ら
第
六
部
に
か
け
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｒ
な
ど
の
諸
種
の
ア

ド
・
ホ
ッ
ク
国
際
刑
事
法
廷
お
よ
び
Ｉ
Ｃ
Ｃ
な
ど
で
蓄
積
さ
れ
た
豊

富
な
判
例
・
文
献
を
縦
横
無
尽
に
駆
使
し
な
が
ら
、
し
か
も
独
自
の

見
解
を
も
交
え
て
、
理
路
整
然
と
議
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
、

大
い
に
模
範
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
上
、
版
を
重
ね
る
ご
と

に
、
入
念
な
推
敲
も
重
ね
ら
れ
、
頁
数
だ
け
で
は
な
く
、
内
容
も
厚
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み
を
増
し
、
中
身
が
ま
す
ま
す
精
緻
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に

も
、
資
料
を
含
め
て
す
べ
て
の
箇
所
が
懇
切
丁
寧
に
整
理
さ
れ
、
平

明
・
簡
潔
な
ド
イ
ツ
語
で
叙
述
さ
れ
て
お
り
、
ま
る
で
手
を
取
る
よ

う
に
優
し
く
、
し
か
し
高
度
な
レ
ベ
ル
ま
で
、
読
者
を
国
際
刑
法
の

世
界
に
惹
き
付
け
、
か
つ
、
導
い
て
く
れ
る
。
た
し
か
に
、
本
書
以

前
に
も
英
語
な
ど
で
の
国
際
刑
法
の
教
科
書
は
い
く
つ
か
存
在
し
て

い
た
。
し
か
し
、
本
書
以
前
に
こ
れ
ほ
ど
体
系
的
な
国
際
刑
法
の
教

科
書
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
従
来
の
書
は
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
国
際
法
の
記
述
や
ケ
ー
ス
メ
ソ
ッ
ド
的
な
羅
列
に
偏
り
が
ち
で
、

刑
法
解
釈
学
的
な
視
点
が
ほ
ぼ
欠
如
し
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
と
も
す
れ
ば
刑
法
学
の
観
点
か
ら
は
奇
異
に

映
る
よ
う
な
記
述
も
ま
ま
見
受
け
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
も
、

本
書
以
前
は
刑
法
的
な
観
点
に
も
配
慮
し
た
体
系
書
が
渇
望
さ
れ
て

い
た
。
本
書
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
要
望
に
も
（
も
ち
ろ
ん
従
来

の
国
際
法
的
な
要
望
に
も
（
十
分
に
応
え
う
る
「
国
際
刑
法
の
金
字

塔
」
と
評
す
る
べ
き
で
あ
る
。

六　

お
わ
り
に

　

最
後
に
、
著
者
と
日
本
（
お
よ
び
本
書
評
執
筆
者
（
と
の
関
係
に

つ
い
て
若
干
付
言
し
て
お
く
。
著
者
は
、
本
書
評
を
執
筆
し
て
い
る

両
者
に
共
通
す
る
ド
イ
ツ
で
の
恩
師
で
あ
る
。
ま
た
、
著
者
に
は
数

度
の
訪
日
経
験
が
あ
る
。

　

オ
ス
テ
ン
は
、
い
ち
早
く
著
者
の
学
恩
に
あ
ず
か
っ
た
。
一
九
九

〇
年
代
に
ド
イ
ツ
再
統
一
後
の
激
動
期
に
あ
っ
た
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ン

ボ
ル
ト
大
学
で
著
者
の
ゼ
ミ
の
末
席
を
汚
し
て
以
来
、
博
士
論
文（

（（
（

の

指
導
を
は
じ
め
と
し
て
、
今
日
ま
で
親
し
く
薫
陶
を
受
け
て
き
た
。

　

後
藤
は
、
す
で
に
本
塾
大
学
法
学
部
の
学
部
生
で
あ
っ
た
二
〇
〇

四
年
か
ら
著
者
に
久
し
く
教
え
を
乞
う
て
い
る
ほ
か
、
本
塾
大
学
院

に
在
籍
し
て
か
ら
も
折
に
触
れ
て
著
者
の
謦
咳
に
接
し
、
と
り
わ
け
、

昨
二
〇
一
一
年
九
月
に
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
法
学
部
に
留

学
し
て
か
ら
は
、
著
者
の
レ
ー
ア
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
・
国
際
刑
法
研
究

所
に
て
直
接
的
に
指
導
を
仰
い
で
い
る
。

　

著
者
と
日
本
と
の
学
術
交
流
は
、
オ
ス
テ
ン
の
日
本
で
の
恩
師
で

あ
る
本
塾
大
学
の
名
誉
教
授
・
故
宮
澤
浩
一
と
著
者
と
の
間
で
、
ド

イ
ツ
刑
法
学
者
会
議
な
ど
を
機
に
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
か
ら
複
数

回
の
対
談
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る（

（（
（

。
こ
の
よ
う
な
主
と
し

て
国
際
刑
法
を
め
ぐ
る
日
独
の
対
話
は
、
ち
ょ
う
ど
オ
ス
テ
ン
が
学

部
学
生
だ
っ
た
頃
に
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
大
学
院
生
時
代
に

な
る
と
、
よ
り
い
っ
そ
う
親
密
な
も
の
と
な
り
、
一
九
九
九
年
に
ベ

ル
リ
ン
の
日
独
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
本
と

ド
イ
ツ
に
お
け
る
戦
争
犯
罪
等
の
処
理
」
に
結
実
し
、
大
き
な
成
果

を
あ
げ
た（

（（
（

。
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二
〇
〇
四
年
に
著
者
は
関
西
大
学
に
客
員
教
授
と
し
て
招
聘
さ
れ
、

初
訪
日
が
実
現
し
た
。
約
三
カ
月
に
わ
た
る
滞
日
中
に
は
本
塾
大
学

を
は
じ
め
数
多
の
大
学
で
講
演
会
を
精
力
的
に
行
い
、
法
務
省
・
外

務
省
の
研
究
会
に
も
参
加
し
た
。
ま
た
、
同
年
五
月
に
広
島
大
学
で

開
催
さ
れ
た
日
本
刑
法
学
会
第
八
二
回
大
会
で
は
、「
国
際
刑
法
と

国
内
刑
事
司
法
」
と
の
題
目
で
基
調
講
演（

（（
（

を
行
い
、
同
学
会
の
名
誉

会
員
に
も
な
っ
て
い
る
。
翌
二
〇
〇
五
年
に
再
び
来
日
し
、
本
塾
大

学
に
て
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
に
関
す
る
講
演
も
行
っ
た
。

　

二
〇
〇
六
年
一
一
月
四
日
に
慶
應
義
塾
創
立
一
五
〇
年
の
記
念
行

事
の
一
環
と
し
て
開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
国
際
刑
事
裁

判
所
の
現
在
と
未
来
―
―
そ
の
意
義
、
実
績
そ
し
て
挑
戦
―
―
（
（（
（

」
に

際
し
て
来
日
し
た
折
に
は
、
著
者
は
、「
Ｉ
Ｃ
Ｃ
と
実
体
法
」
と
の

演
題
で
基
調
講
演
を
行
い
、
続
く
「
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
に
基
づ

く
国
内
法
の
整
備
―
―
実
体
法
に
関
す
る
立
法
の
諸
モ
デ
ル
―
―
」

と
い
う
テ
ー
マ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
判
事
・
予
審
裁
判

部
長
ハ
ン
ス
・
ペ
ー
タ
ー
・
カ
ウ
ル
と
と
も
に
司
会
を
担
当
し
、
オ

ス
テ
ン
が
司
会
を
務
め
た
午
後
の
公
開
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

「
国
際
刑
事
裁
判
所
―
―
国
際
社
会
お
よ
び
市
民
社
会
に
と
っ
て
の

意
義
―
―
」
で
も
、
い
く
つ
も
の
示
唆
に
富
む
コ
メ
ン
ト
で
会
場
を

大
い
に
沸
か
せ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
著
者
は
そ
の
精
力
的
な
啓
蒙
活
動
を
通
じ
て
日

本
に
お
け
る
国
際
刑
法
の
研
究
と
普
及
に
大
き
く
貢
献
し
た
と
い
え

よ
う
。
本
書
の
刊
行
を
機
に
、
国
際
刑
法
の
分
野
に
お
け
る
日
独
の

学
術
交
流
が
今
後
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
る
こ
と
を
大
い
に
期
待
し
た

い
。

　

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン　

後
藤　

啓
介　

（
１
（　G

erhard W
erle, V

ölkerstrafrecht, （. A
ufl., T

übingen 
（01（.

（
２
（　

本
書
の
邦
訳
（
全
訳
（
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
が
、
ヴ
ェ
ル

レ
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
・
ヴ
ェ
ル
レ
〔
著
〕
＝
葛

原
力
三
〔
訳
〕「
国
際
刑
法
の
国
内
法
化
に
つ
い
て
」
ノ
モ
ス
一
五

号
（
二
〇
〇
四
年
（
五
七
頁
以
下
、
ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
・
ヴ
ェ
ル
レ

〔
著
〕
＝
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
〔
訳
〕「
国
際
刑
法
と
国
内
刑
事

司
法
」
刑
法
雑
誌
四
四
巻
二
号
（
二
〇
〇
五
年
（
一
三
一
頁
以
下
な

ど
の
邦
訳
が
あ
る
。

（
３
（　

定
義
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
「
刑
法
の
国
際

化
に
関
す
る
一
考
察
―
ド
イ
ツ
と
日
本
に
お
け
る
国
際
刑
法
の
継
受

を
素
材
に
―
」
法
学
研
究
七
九
巻
六
号
（
二
〇
〇
六
年
（
五
一
頁
以

下
も
参
照
。

（
４
（　G

erhard W
erle, Justiz-Strafrecht und V

erbrechens-
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bekäm

pfung im
 D

ritten Reich, Berlin/N
ew

 Y
ork 1（8（.

（
５
（　G

erhard W
erle, D

ie K
onkurrenz bei D

auerdelikt, 
Fortsetzungstat und zeitlich gestreckter Gesetzesver-
letzung, Berlin 1（81.

（
６
（　

国
際
刑
法
典
は
二
〇
〇
二
年
に
発
効
し
、
二
〇
一
二
年
に
制
定

一
〇
周
年
を
迎
え
た
。
ヴ
ェ
ル
レ
に
よ
る
本
法
典
の
評
釈
と
し
て
は
、

本
書
以
外
に
も
、G

erhard W
erle/Florian Jeßberger, D

as 
V

ölkerstrafgesetzbuch, Juristen Zeitung (JZ) （00（, S. （（5 
ff.; G

erhard W
erle, V

ölkerstrafrecht und deutsches 
V

ölkerstrafgesetzbuch, JZ （01（, S. （（（ ff. 

も
参
照
。
な
お
、

邦
文
献
と
し
て
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
「
国
際
刑
事
裁
判
所

規
程
と
国
内
立
法
―
ド
イ
ツ
『
国
際
刑
法
典
』
草
案
を
素
材
と
し
て

―
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
七
号
（
二
〇
〇
一
年
（
一
二
六
頁
以
下
、

同
「
国
際
刑
事
裁
判
所
の
設
立
と
立
法
上
の
対
応
―
ド
イ
ツ
『
国
際

刑
法
典
』
が
日
本
に
示
唆
す
る
も
の
―
（
上
（・（
下
（」
捜
査
研
究

六
〇
八
号
六
六
頁
以
下
・
六
一
〇
号
六
二
頁
以
下
（
と
も
に
二
〇
〇

二
年
（
が
あ
る
。

（
７
（　

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
つ
い
て
は
、
後
藤
啓
介
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の

犯
罪
構
成
要
件
に
関
す
る
一
考
察
―
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
の
主
な
特
徴

と
現
行
日
本
刑
法
で
の
対
応
の
限
界
―
」
法
学
政
治
学
論
究
八
〇
号

（
二
〇
〇
九
年
（
三
四
九
頁
以
下
、
同
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
『
破
壊

す
る
意
図
』
と
五
つ
の
個
別
的
行
為
類
型
に
関
す
る
一
試
論
―
現
行

日
本
刑
法
で
の
カ
バ
レ
ッ
ジ
と
い
う
観
点
か
ら
―
」
法
学
雑
誌
タ
ー

ト
ン
ヌ
マ
ン
一
一
号
（
二
〇
〇
九
年
（
一
一
三
頁
以
下
な
ど
も
参
照
。

（
８
（　

上
官
責
任
つ
い
て
は
、
横
濱
和
弥
「
国
際
刑
法
に
お
け
る
『
上

官
責
任
』
に
関
す
る
一
考
察
―
日
本
刑
法
上
の
諸
概
念
と
の
対
比
を

中
心
に
―
」
法
学
政
治
学
論
究
九
二
号
（
二
〇
一
二
年
（
三
六
五
頁

以
下
な
ど
も
参
照
。

（
９
（　

こ
の
点
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
「
国
際
刑
法
に
お
け
る

『
中
核
犯
罪
』
の
保
護
法
益
の
意
義
―
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
批
准
の
た
め
の

日
本
の
法
整
備
と
刑
事
実
体
法
規
定
の
欠
如
が
も
た
ら
す
も
の
を
素

材
と
し
て
―
」
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
〔
編
〕『
慶
應
の
法
律
学　

刑
事
法
―
―
慶
應
義
塾
大
学
創
立
一
五
〇
年
記
念
法
学
部
論
文
集
』

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
（
二
〇
〇
八
年
（
所
収
二
一
七
頁
以
下
も
参

照
。

（
10
（
東
京
裁
判
に
つ
い
て
は
、Philipp O

sten, T
he Scholarly 

D
ebate in Japan about 

“Crim
es against Peace

” in the 
T

okyo M
ajor W

ar Crim
es T

rial, in: V
erein zur Förderung 

der R
echtsw

issenschaft (H
rsg.), Fakultätsspiegel n.F. Bd. 

1（ (W
intersem

ester （011/（01（) [U
niv. K

öln, （01（], pp. （0 
et seq. 

お
よ
び
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
「
東
京
裁
判
に
お
け
る
犯

罪
構
成
要
件
の
再
訪
―
初
期
国
際
刑
法
史
の
一
断
面
の
素
描
―
」
法

学
研
究
八
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
（
三
一
五
頁
以
下
も
参
照
。

（
11
（　

と
り
わ
け
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
〇
七
年
一
月
二
九
日
予
審
裁
判
部
決

定 (Lubanga, ICC-01/0（-01/0（), paras. （（（ et seq.; 

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二

〇
〇
八
年
九
月
三
〇
日
予
審
裁
判
部
決
定 (K

atanga and Chui, 



紹介と批評

5（

ICC-01/0（-01/0（), paras. （（5 et seq.; 

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
〇
九
年
三
月

四
日
予
審
裁
判
部
決
定 (A

l Bashir, ICC-0（/05-01/0（), paras. 
（1（ et seq.

の
三
件
が
重
要
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
三
件
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ

の
予
審
裁
判
部
決
定
に
関
す
る
邦
文
献
と
し
て
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・

オ
ス
テ
ン
「
国
際
刑
法
に
お
け
る
『
正
犯
』
概
念
の
形
成
と
意
義
―

Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
お
け
る
組
織
支
配
に
基
づ
く
間
接
正
犯
概
念
の
胎
動
―
」

川
端
博
ほ
か
〔
編
〕『
理
論
刑
法
学
の
探
究
③
』
成
文
堂
（
二
〇
一

〇
年
（
所
収
一
一
一
頁
以
下
、
後
藤
啓
介
「
日
本
刑
法
に
お
け
る
共

謀
共
同
正
犯
と
国
際
刑
法
に
お
け
る
『
正
犯
』
概
念
に
関
す
る
一
考

察
―
中
核
犯
罪
の
『
黒
幕
』
と
さ
れ
る
者
は
如
何
な
る
概
念
に
よ
っ

て
捕
捉
さ
れ
る
べ
き
か
―
」
法
学
政
治
学
論
究
八
七
号
（
二
〇
一
〇

年
（
三
一
頁
以
下
が
あ
る
。

（
1（
（　

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
第
一
審
裁
判
部
判
決 

(Lubanga, ICC-01/0（-01/0（).

（
1（
（　

こ
れ
ら
の
概
念
に
つ
い
て
は
、G

erhard W
erle/Boris 

B
urghardt, D

ie m
ittelbare M

ittäterschaft – 
F

ortentw
icklung deutscher Strafrechtsdogm

atik im
 

V
ölkerrecht?, in: R

ené Bloy u.a. (H
rsg.), Festschrift für 

M
anfred M

aiw
ald zum

 （5. Geburtstag, Berlin （010, S. 8（（ 
ff. 

お
よ
び
後
藤
啓
介
「
間
接
正
犯
論
の
新
展
開
―
ド
イ
ツ
刑
法
の

現
状
が
日
本
刑
法
に
示
唆
す
る
も
の
―
」
慶
應
法
学
二
四
号
（
二
〇

一
二
年
（
六
㈣
以
下
も
参
照
。

（
1（
（　

侵
略
犯
罪
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
カ
ン
パ
ラ
合
意
に
つ
い
て
は
、

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
「『
平
和
に
対
す
る
罪
』
を
再
び
裁
く
こ

と
―
国
際
刑
事
裁
判
所
に
お
け
る
『
侵
略
犯
罪
』
規
定
採
択
の
意
義

―
」
新
井
誠
ほ
か
〔
編
著
〕『
地
域
に
学
ぶ
憲
法
演
習
』
日
本
評
論

社
（
二
〇
一
一
年
（
所
収
二
七
四
頁
以
下
〔
初
出
：
法
学
セ
ミ
ナ
ー

六
七
〇
号
（
二
〇
一
〇
年
（
六
四
頁
以
下
〕、
同
「
国
際
刑
法
の
新

た
な
処
罰
規
定
―
『
侵
略
犯
罪
』
の
意
義
と
課
題
―
」
刑
事
法

ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
七
号
（
二
〇
一
一
年
（
九
頁
以
下
、
ク
ラ
ウ
ス
・
ク

レ
ス
＝
レ
オ
ニ
ー
・
フ
ォ
ン
・
ホ
ル
ツ
ェ
ン
ド
ル
フ
〔
著
〕
＝
フ
ィ

リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
＝
小
池
信
太
郎
〔
訳
〕「
侵
略
犯
罪
に
関
す
る

カ
ン
パ
ラ
合
意
―
日
本
と
ド
イ
ツ
に
示
唆
す
る
も
の
―
」
ジ
ュ
リ
ス

ト
一
四
二
一
号
（
二
〇
一
一
年
（
六
二
頁
以
下
お
よ
び
久
保
田
隆

「
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
に
お
け
る
『
侵
略
犯
罪
』
の
新
設
―
カ
ン

パ
ラ
合
意
を
め
ぐ
る
諸
問
題
と
今
後
の
課
題
―
」
法
律
学
研
究
四
六

号
（
二
〇
一
一
年
（
九
一
頁
以
下
も
参
照
。

（
15
（　

人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
最
新
の
議
論
に
つ
い
て
は
、G

erhard 
W

erle/B
oris B

urghardt, E
rfordern M

enschlich-
keitsverbrechen die Beteiligung eines Staates oder einer 
„staatsähnlichen

“ O
rganisation?, Zeitschrift für 

Internationale Strafrechtsdogm
atik (ZIS), Bd. （ (（01（), S. 

（（1 ff.

も
参
照
。

（
1（
（Philipp O

sten, D
er T

okioter K
riegsverbrecherprozeß 

und die japanische Rechtsw
issenschaft, Berlin （00（.

（
1（
（　

著
者
は
、
宮
澤
が
ド
イ
ツ
語
で
公
刊
し
た
東
京
裁
判
に
関
す
る
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論
文
（K

oichi M
iyazaw

a, Rechtsproblem
e der K

riegsver-
brecherprozesse, in: Bernhard D

istelkam
p u.a., (H

rsg.), 
Zw

ischen K
ontinuität und F

rem
dbestim

m
ung: Zum

 
Einfluß der Besatzungsm

ächte auf die deutsche und 
japanische R

echtsordnung 1（（5 bis 1（50; deutsch-
japanisches Sym

posion in T
okio vom

 （. bis （. A
pril 1（（（, 

T
übingen 1（（（, S. （（ ff.

（
に
、
ま
た
、
宮
澤
も
、
著
者
の
教
授

資
格
請
求
論
文
（
前
掲
注（
４
（（
に
、
そ
れ
ぞ
れ
以
前
か
ら
興
味
・

関
心
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
、
日
本

人
を
含
め
個
人
名
に
あ
え
て
敬
称
を
付
し
な
か
っ
た
の
は
、
宮
澤
が

生
前
に
「
日
本
の
ほ
と
ん
ど
の
法
律
学
論
文
に
お
い
て
、
文
献
引

用
・
研
究
紹
介
等
の
際
に
、
外
国
人
学
者
の
名
前
は
み
な
呼
び
捨
て

に
す
る
の
に
、
日
本
人
学
者
だ
け
に
教
授
や
博
士
の
よ
う
な
敬
称
を

つ
け
て
敬
語
を
用
い
る
の
は
矛
盾
し
て
お
り
、
実
に
お
か
し
な
風
習

で
あ
る
」
と
か
ね
て
よ
り
指
摘
し
、
そ
の
教
え
に
従
っ
た
た
め
で
あ

る
。

（
18
（　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
報
告
は
、K

laus M
arxen/

K
oichi M

iyazaw
a/G

erhard W
erle (H

rsg.), D
er U

m
gang 

m
it K

riegs- und B
esatzungsunrecht in Japan und 

D
eutschland, Berlin （001

と
い
う
論
文
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
て

い
る
。

（
1（
（　

な
お
、
ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
・
ヴ
ェ
ル
レ
〔
著
〕
＝
フ
ィ
リ
ッ
プ
・

オ
ス
テ
ン
〔
訳
〕「
国
際
刑
法
と
国
内
刑
事
司
法
」（
前
掲
注（
２
（（

は
こ
の
と
き
の
講
演
原
稿
を
和
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
（0
（　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
概
要
に
つ
い
て
は
、http://w

w
w

.keio.
ac.jp/ja/press_release/（00（/kr（a（（000000ahcc.htm

l

（
最
終

閲
覧
日
：
二
〇
一
二
年
八
月
三
一
日
（
も
参
照
。


